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■注意情報■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

 

太陽光発電システムの販売トラブルが増加！ 

 

～「売電収入」「補助金」のセールストークに惑わされないように～ 

 

■ 太陽光発電設備への補助金制度や１１月からの新たな余剰電力買い取り制度

の開始により住宅業者や家電業者などによる販売競争が激化し、トラブルが

急増しています。 

  

  【主なトラブル】 

・ 太陽光発電設備の契約をしたが、費用が他家と比べて高い。 

・ 補助金を受けられると説明されたが、受けられないことが後でわか

った。 

・ 余剰電力を売って、クレジットの償還ができると説明を受けたが、

実際にはほとんど収入がでない。 

・ しつこく勧誘され、よく理解しないまま契約したが、高額なので解

約したい。 

   

●注意  

太陽光発電整備は、高額な設置費用が必要ですので、事業者のセールス

トークに惑わせられないように、契約するに当たっては、次のことに気

をつけ、慎重に対応しましょう。 

 

・ 家の立地条件、特に日照時間によっては、発電量が余り得られない

こともあります。 

補助金、発電量、売電量などについて、自分でも情報収集し、疑問点

などは業者に納得するまで説明を求める。 

・ 設置費用について、複数の業者から見積もりを取り、納得できる業

者と契約する。 

・ トラブルにあったら、市・町の消費生活相談窓口又は県消費生活セ

ンターに相談する。  

  

○会員の皆様へ○============================================== 

※ 消費生活トラブル情報に関する照会等は、必ず電話でお願いします。  
事務局：山口県消費生活センター企画啓発班  
TEL：０８３－９２４－２４２１  FAX：０８３－９２３－３４０７  
メールアドレス：yka-net@pref.yamaguchi.lg.jp 
ＨＰ：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syo-center/yka-net.html 


